
クリエイティブ検証サービス利用規約 

 

本利用規約（以下「本規約」といいます）には、本サービスの提供条件及び当社と利用者の皆様との間の権利義務関係が定められ

ています。本サービスの利用に際しては、本規約の全文をお読みいただいたうえで、本規約に同意いただく必要があります。 
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第１条（適用） 

１. 本規約は、本サービスの提供条件及び本サービスの利用に関する当社と利用者との間の権利義務関係を定めることを目的とし、

利用者と当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。 

２. 当社がウェブサイト上で掲載する基本取引契約約款（http://www.sold-out.co.jp/docs/201001.pdf）（以下「周辺規約」と

いう）は、本規約の一部を構成するものとします。 

３. 本規約の内容と、当社と利用者との間で結ばれる基本契約、周辺規約又は本規約外における本サービスの説明等とが異なる場

合は、本規約の規定が優先して適用されるものとします。ただし、個別契約、覚書、基本契約内の特記事項等当社と利用者と

の間で書面による特段の合意がある場合はこの限りではありません。 

第２条（定義） 

本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。 

（１）「サ―ビス利用契約」とは、本規約及び当社と利用者の間で締結する、本サービスの利用契約を意味します。 

（２）「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権（それらの権利を取得し、又はそ

れらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。）を意味します。 

（３）「当社」とは、ソウルドアウト株式会社を意味します。 

（４）「本サービス」とは、当社が提供するクリエイティブ検証サービスという名称のサービス（理由の如何を問わずサービスの

名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。）を意味します。 

（５）「利用希望者」とは、本サービスの利用を希望する者を意味します。 

（６）「利用者」とは、第 3 条に基づいて本サービスの申込が認められた個人又は法人を意味します。 

第３条（申込） 

１. 利用希望者は、下記事項を含む本規約を遵守することに同意し、かつ当社の定める一定の情報（以下「申込事項」といいます）

を当社の定める方法で当社に提供することにより、当社に対し、本サービスの利用を申込むことができます。 

（１）当社が提示する施策内容およびお見積り金額は、分析結果が出た後に行われること 

（２）分析結果によっては、本サービスの実施をお断りする場合があること。本サービス実施結果に関わらず、返金は承らないこ

と 

（３）実装(デザイン、コーディング)は本サービスの対象外となること（当社でのデザイン実装希望の場合は、別途料金が発生し

ます） 

（４）貴社でのデザイン実装の際には、成果を上げるため当社監修のもとで進めること 

（５）当社が提示する目標は、当社の指示・設計通りに行われることが前提となること 

（６）Google Analytics に表示される数値を正とすること 

（７）LP 又はサイトがアップロードされているサーバーへのアクセス権の全部又は一部を当社に付与すること 

２. 当社は、当社の基準に従って、利用希望者の前項に基づく申込に対する受諾の可否を判断し、当社が当社所定の方法で承諾の

意思表示を発信した時点で、本サービスの利用に関する契約は成立します。 

３. 当社は、利用希望者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、申込の受諾を拒否することがあり、またその理由に

ついて一切開示義務を負いません。 

（１）当社に提供した申込事項の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合 

（２）利用希望者が過去当社との契約に違反した者またはその関係者であると当社が判断した場合 

（３）第１０条に定める措置を受けたことがある場合 



（４）第１５条に違反していると当社が判断した場合 

（５）その他、当社が利用を適当でないと判断した場合 

第４条（申込事項の変更） 

利用者は、申込事項に変更があった場合、当社の定める方法により当該変更事項を遅滞なく当社に通知するものとします。 

第５条（料金及び支払方法） 

１. 利用者は、本サービス利用の対価として、別途当社が定め、利用者に提示する利用料金を、当社が指定する支払い方法により

当社に支払うものとします。 

２. 利用者が利用料金の支払を遅滞した場合、利用者は年１４．６％の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。 

第６条（委託の実施） 

当社は、本件サービスの全部又は一部について、自らの裁量により第三者に委託することができます（以下、当該第三者を「委託

先」という）。この場合、当社は利用者への本件サービス提供に関する委託先の行為について、一切の責任を負うものとします。 

第７条（禁止行為） 

利用者は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為または該当すると当社が判断する行為をしてはなり

ません。 

（１）法令に違反する行為又は犯罪行為に関する行為 

（２）公序良俗に反する行為 

（３）当社又は第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他権利又は利益を侵害する行為 

（４）反社会的勢力等への利益供与 

（５）周辺規約に抵触する行為 

（６）前各号の行為を直接又は間接に惹起し、または容易にする行為 

（７）本件サービスの全部若しくは一部を用い、又は本件サービスに類似したサービスを自らの顧客又はその他の第三者に提供し

又は販売する行為 

（８）前各号に抵触する商品の取扱 

（９）その他、当社が不適切と判断する行為 

第８条（本サービスの停止等） 

１. 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、利用者に事前に通知することなく、本サービスの全部、又は一部の提供を停止

又は中断することができるものとします。 

（１）本サービスに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を行う場合 

（２）コンピューター、通信回線等が事故等により停止した場合 

（３）地震、落雷、火災、風水害、停電、火災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合 

（４）その他、当社が停止又は中断を必要と判断した場合 

２. 当社は、本条に基づき当社が行った措置によって利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。 

第９条（権利帰属） 

本サービスに関する知的財産権は全て当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本規約に基づく本サービスの

利用許諾は、本サービスに関する当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありま

せん。 

第１０条（解除） 

１. 当社は、利用者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知又は催告することなく、本サービスの利用を

一時的に停止し、又はサービス利用契約を解除することができます。 

（１）本規約のいずれかの条項に違反した場合 

（２）申込事項に虚偽の事実があることが判明した場合 

（３）差押・仮差押・仮処分若しくは競売の申立又は租税滞納処分を受けた場合 



（４）監督官庁から、営業停止、営業取消等の命令又は行政処分等を受けた場合 

（５）利用者の責めに帰すべき事由により、サービス利用契約に定める債務の支払を一度でも怠った場合 

（６）支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれ

らに類する手続きの開始の申立があった場合 

（７）当社からの問合せその他回答を求める連絡に対して、３０日以上応答が無い場合 

（８）第３条第３項各号、第１５条に該当する場合 

（９）その他、当社が本サービスの利用又はサービス利用契約の継続を適当でないと判断する場合 

２. 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、利用者は、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、

直ちに当社に対して全ての債務の支払を行わなければなりません。 

３. 当社は、本条に基づき当社が行った行為により利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。 

第１１条（最低利用期間・解約） 

１. 本サービスの中途解約はできないものとします。 

２. 万一解約するに至った場合は、利用者は、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社

に対して全ての債務の支払を行わなければなりません。 

第１２条（本サービスの内容の変更、終了） 

１. 当社は、当社の都合により、本サービスの内容を変更し、または提供を終了することができます。当社が本サービスの提供を

終了する場合、当社は利用者に事前に通知するものとします。 

２. 当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づき利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。 

第１３条（納品、検収、保証の否認及び免責） 

１. 本契約の対象業務（以下、「取引対象業務」という）が成果物の納入を目的とするものである場合、当社は、個別契約に定める

納期までに、個別契約に定める納入場所に成果物を納入します。取引対象業務が成果物の納入を目的とするものでない場合、

当社は、個別契約に定める実施期間中、取引対象業務を実施します。 

２. 取引対象業務が成果物の納入を目的とするものである場合、利用者は、成果物が納入された日より５営業日以内に当該成果物

の検査を行い、その結果を当社に対して書面（ファックス、電子メールを含む）にて通知することとします。かかる期間内に、

利用者が当社に対して当該検査の結果を通知しなかった場合、当該成果物は利用者の検査に合格したものとみなします。なお、

検査が完了した時点で、当該検査に合格した最終成果物以外に当社から利用者に提出された制作途中の成果物があった場合、

利用者は、当社の指示に従い、制作途中の成果物の全てを速やかに当社に返却又は廃棄しなければなりません。 

３. 当社は、成果物につき、その検査完了日より満６ヶ月間に限り、瑕疵担保責任を負います。 

４. 当社は、本サービスが利用者の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、利用

者による本サービスの利用が利用者に適用のある法令又は業界団体の内部規則等に適合すること、及び不具合が生じないこと

について、何ら保証するものではありません。 

５. 何らかの理由により当社が責任を負う場合であっても、当社は、当該原因となった本件サービスの対価を上限とし、現実に被

った直接かつ通常の損害を賠償します。 

第１４条（秘密保持） 

当社及び利用者は、本サービスに関連して相手方に対して秘密に取扱うことを求めて開示した非公知の情報について、事前の書面

による合意がある場合を除き、秘密に取扱うものとします。 

第１５条（反社会的勢力の排除） 

利用者及び当社は、相手方に対して次の各号に定める事項を表明し、保証します。 

（１）自ら又は自らの代理人若しくは本件サービスに関する契約に関わる取引先が反社会的勢力等（暴力団、暴力団員、右翼団体、

反社会的勢力、その他これに準ずる者及びこれらと密接な関係を有する者を意味する。以下同じ）に該当しないこと 

（２）自らの役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう）が反社会的勢力ではないこと 

（３）自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと 



   イ．相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為 

   ロ．偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為 

第１６条（利用者情報の取扱い） 

１. 当社による利用者情報の取扱いについては、別途当社プライバシーポリシー（http://www.sold-out.co.jp/privacy/）の定め

によるものとし、利用者はこのプライバシーポリシーに従って当社が利用者情報を取扱うことについて同意するものとします。 

２. 当社は、利用者が当社に提供した情報、データ等を、個人若しくは法人を特定できない形での統計的な情報として、当社の裁

量で、利用及び公開することができるものとし、利用者はこれに異議を唱えないものとします。 

第１７条（本規約等の変更） 

当社は、本規約を変更できるものとします。当社は、本規約を変更した場合には、利用者に当該内容を通知するものとし、当該変

更内容の通知後、利用者が本サービスを利用した場合又は当社の定める期間内に解約の手続をとらなかった場合には、利用者は、

本規約の変更に同意したものとみなします。 

第１８条（連絡・通知） 

本サービスに関する問合せその他利用者から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社から利用者に

対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。 

第１９条（利用契約上の地位の譲渡等） 

１. 利用者は、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、

譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。 

２. 当社は本サービスに係る事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い利用契約上の地位、本規約に基づく権利及び義

務並びに利用者の申込事項その他の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、利用者は、かかる譲渡に

つき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その

他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。 

第２０条（分離可能性） 

本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力

を有するものとします。 

第２１条（準拠法及び管轄裁判所） 

１. 本規約及びサービス利用契約の準拠法は日本法とします。 

２. 本規約又はサービス利用契約に起因し、又は関連する一切の紛争については、その訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易

裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

第１訂 平成 29 年２月 17 日 

 

ソウルドアウト株式会社 


